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海外情報 

タイの税務行政と税制の概要 

 

 

国税庁国際業務課（長期出張者）  

佐藤 信也 

 

◆SUMMARY◆ 

国税庁においては、我が国企業の海外進出の増加及び国際化の進展に適切に対処するため、

職員を長期に海外に派遣し、情報収集等を行っている。 

本稿は、タイに派遣されている職員が同国の税務行政と税制の概要を簡潔に整理し、現地

の 新の税制関連の動向を含めて解説されている。 

なお、本稿の内容は、2014（平成 26）年 11 月時点において著者が入手できた資料のうち、

新のものを基にしたものである。（平成 27 年 1 月 30 日税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 

 

本内容については、すべて執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式見解

を示すものではありません。 
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Ⅰ はじめに 

本稿は、タイ税務当局のウェブサイト、税

法及び通達、タイ税務職員から収集した情報

を基に、タイの税務行政・税制について概要

を示し、現地の 新の税制関連の動向を含め

て説明を行ったものである。なお、本稿で使

用されているデータ等は、特に断りがない限

り、執筆時（2014 年 11 月）のものであり、

文中における意見・コメント等は個人的な見

解である。 

Ⅱ タイ国の概要 

タイ国は現プーミポン・アドゥンラヤデー

ト国王（ラマ 9 世王）（1946 年 6 月即位）を

元首とする立憲君主制国家である。インドシ

ナ半島の中央部に位置し、カンボジア、ラオ

ス、ミャンマー、マレーシアの 4 か国と国境

を接する。国土面積は 51 万 3,115 ㎢（日本

の約 1.4 倍）で、人口は約 6,600 万人、国民
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の約 94％は仏教徒、約 5％はイスラム教徒で

ある。 

主要産業は、自動車（関連部品を含む）、電

気・電子産業、食料品、繊維などの輸出産業

である。1980 年代後半から、急速な円高・ド

ル安を背景とする日系企業を中心とした直接

投資の流入があり、またこの時期に本格的に

投資優遇措置が拡充されたこともあいまって、

急速に工業化が進展した。自動車産業や電子

機器産業では、大規模な産業集積が形成され

ており、タイ産業構造の大きな特徴となって

いる。 

日系企業はバンコク近郊を中心に約 7,700

社進出しているといわれており、2011 年の大

洪水、2013－2014 年の政治不安以降も増加

傾向にある。2012 年のインラック政権の 低

賃金政策（全国一律 300 バーツ）による国内

賃金上昇や労働者不足といった国内事情を背

景に、近隣国への進出・移転の声も高まるが、

今後も日系企業のタイ進出は増加すると見込

まれている。タイ投資奨励委員会（Board of 

Investment；BOI）によれば、2013 年の外

国資本投資額に占める日本投資額の割合は、

全体の約 60％を占めており、他国を圧倒して

いる状況である(1)。投資金額ベースでみると

日系企業投資先事業は、自動車関連の金属・

機械加工が大きな割合を占める。他方、近年、

既に進出している日系企業向けの ICT 関連

サービス、現地マーケットの拡大を期待して

の流通・飲食業が増加している傾向にある。 

経済成長は、1997 年のアジア経済危機、

2008 年のリーマンショック、2011 年の大洪

水により落ち込む時期もあったが、その都度

大きな回復をみせている。2013 年は、洪水か

らの復旧・復興投資が一巡したことや、政府

の自動車購入支援政策終了による反動などに

より民間消費が低迷し、成長率は 2.9％にと

どまっている。また 2014 年は政治混乱の影

響などにより、民間消費の回復が遅れている

ことを要因として 1.0％と予測されている。 

2014 年 5 月 22 日の軍部による全権掌握

（クーデター）以降、タイ政府は軍部の監督

下にある。2013 年 11 月から半年以上続いた

反政府デモ活動を休止させ、また派閥間の武

力衝突を回避するためにプラユット陸軍総司

令官（当時）が軍事介入に踏み切ったわけで

あるが、国民からの支持率は今もなお高く、

国内の混乱もほとんどない。プラユット氏は

その後暫定政権を発足させ、民政復帰への国

家改革を遂行している。 

 

＜タイの経済成長の推移＞ 

年度 2009 2010 2011 2012 2013
2014 

(予測値) 

2015 

(予測値) 

実質経済成長率 (％) ▲2.3 7.8 0.1 6.5 2.9 1.0 4.5 

一人当たり名目GDP (US$) 3,943 4,740 5,115 5,390 5,675 － － 

（出所）IMF -World Economic Outlook Database、予測値はタイ経済社会開発委員会発表による。 
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＜タイの統治機構＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暫定憲法:2014 年 7 月 22 日 国王より下賜され、同日中に官報公示、施行。 

国家平和秩序維持団（NCPO; National Council for Peace and Order）軍部 15 人以下で構成。 

国家立法議会（NLA; National Legislative Assembly）立法及び条約締結の承認等を行う。 

国家改革会議（NRC; National Reform Council）国家改革案の策定。憲法起草案の審議、承認を行う。 

憲法起草委員会（CDA; The Constitution Drafting Assembly）憲法起草作業を行う。 

 

 

Ⅲ 税務行政の概要 

１ 組織の概要 

（1）所掌範囲 

タイの税務行政に関する組織としては、

財務省内に税制全般の企画・立案を行う財

政政策局（Fiscal policy office）、執行を担

当する歳入局（Revenue Department）、物

品税局（Excise Department）、関税局

（Customs Department）がある。歳入局

は所得税や付加価値税などの主要税目を管

轄しており、国税収入の約 76％を担う中心

的存在となっている。以下では、この歳入

局の税務行政について述べる。 

＜執行 3局の管轄税目＞ 

国税

歳入局管轄 

直接税 

・個人所得税 

・法人所得税 

・石油所得税 

間接税 

・付加価値税 

・特定事業税 

・印紙税 

物品税局管轄 ・物品税 

関税局管轄 ・関税 

地方税 

・土地家屋税 

・地方開発税 

・看板税 
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＜税目別徴収額の推移と構成割合＞ 

（単位：百万バーツ） 

 2011 年度 2012 年度 2013 年度 
 

構成比 
歳入局 1,515,666 1,615,425 1,764,923 76.3% 
個人所得税 236,339 265,933 299,079 12.9% 
法人所得税 574,059 544,250 592,461 25.6% 
石油所得税 81,444 150,447 113,291 4.9% 
付加価値税 577,632 606,316 698,209 30.2% 
特定事業税 35,614 38,032 48,836 2.1% 
印紙税等 10,578 10,447 13,047 0.6% 

物品税局 399,779 379,655 432,804 18.8% 
関税局 102,887 118,943 113,390 4.9% 

３局合計 2,018,332 2,114,023 2,311,117 100.0% 

（注）「2013 年度」とは 2012 年 10 月 1 日から 2013 年 9 月 30 日までを指す。 

（出典）タイ財務省 

（2）組織の変遷 

1915 年 近代化政策を進めた国王ラマ 5 

世の全国的な徴税組織の整備と

いう構想の下、国王ラマ 6 世の指

示により歳入局を設立（9 月 2 日

開局） 

1938 年 現国税法の原型である歳入法典

が施行 

1992 年 付加価値税導入、情報技術部局の

創設などによる組織改編 

1999 年 歳入局本局内に大規模法人調査

部（Large Tax Payers’ office；通

称 LTO）の創設 

2003 年 移転価格特別対策チームを LTO

に設置 

2005 年 ICT を導入した RD コールセン

ターの設置 

2012 年 歳入局本局内にリスク･マネジメ

ントセンターの創設 

（3）組織全体の概要 

職員総数は合計 19,503 名（本局 1,787

名、地方局等職員 17,716 名。2010 年 5 月

4 日現在）。職員の約 8 割は女性といわれて

おり、幹部職員も現在では女性が過半数を

占めている。 

 

＜本局・地方局等の概要＞ 

歳入局本局 税務行政を執行するための企画・立案や税法解釈の統一を行い、

地方歳入局等を指導・監督する。また、大規模法人等の特定法人

の調査も実施する。 

地方歳入局（12 局） 地域統括税務署及び税務署の指導・監督、税務執行の企画・立案、

訴訟処理、タックスルーリングや各種証明書の発行などを行う。 

地域統括税務署（119 署） 税務署の指導・監督、税務調査、滞納整理、税務相談、還付処理

などを行う。 

税務署（850 署） 窓口での収受事務、徴収事務、税務相談を行う。また、小規模個

人納税者調査を実施する。 
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＜職員数の内訳＞ 

事務系統 職員数（人） 
総務・管理 2,120 
人事・研修 172 
会計・営繕 444 
企画・政策 1,207 

広報 17 
情報技術 522 
調査 4,731 
徴収 8,496 
法律 1,629 

その他（幹部含む） 165 
計 19,503 

なお、事務系統と実際行う業務が相違す

る場合も多く、例えば、徴収系統であって

も調査を専門に行う者が多い。 

（4）最高幹部 

本局幹部は、局長、主席顧問 5 名及び次

長 4 名が置かれている。任用及びそれぞれ

の役割は次表のとおりであるが、実際には

局長以外に欠員が生じていることが多い。

そのため、一人の次長が複数の役割を担当

することもある。 

＜最高幹部の任用及び役割＞ 

職 名 任 用 役 割 

局長 内閣による指名 局内業務全般の監理・監督 

主席顧問（5 名） 首相府からの任命 
①業務改善、②情報技術、③課税ベース管理、

④金融・銀行業、⑤エネルギー産業を各担当 

次長（4 名） 財務省からの任命 
①政策企画、②標準手続、③法律、④情報技

術を各担当 
 

（5）組織図及び特徴的な部署 

歳入局本局には 23 の部局室が設置され

ている。組織区分は原則として、調査、徴

収、総務といった業務別の組織であり、税

目別とはなっていない。実際に調査を実施

する LTO や中央調査業務部を本局内に有

しているのが 大の特徴である。 
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＜歳入局の組織図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《大規模法人調査部（LTO）》；1997 年のア

ジア通貨危機時の国家歳入の落ち込みを背景

に、徴税強化目的として 1999 年に本局内に

設置された。納税者側には相談・申告・納付

といった一連の税務手続の窓口を一本化でき

るメリットがある。一定以上の売上金額の法

人、銀行・石油業等の特定業種法人、地域統

括会社等の特殊形態法人などを全 48 チーム

税務監査部 

情報技術部 法務部 

不服審判部 

徴収部 

租税政策企画部 

財政歳入管理部 

人事管理部 

地方統括税務署
1-119 

地方歳入局 1-12 

税務署
1-850 

地方組織

中央調査業務部 

中央管理部 

調査管理部 

電算処理業務部 

大規模法人調査部 
（LTO）

内部監察室 業務改善部 旅行 VAT 還付部 監察総監室 1－6 

査察・訴訟部 

RD コールセンター 法令違反事業 
追跡調査センター 

リスクマネジメントセンター 個人所得税 
支払調査センター

局 長 

主席顧問 
（業務改善担当）

主席顧問 
（情報技術担当） 

主席顧問 
（課税ベース管理担当）

主席顧問 
（金融･銀行業担当）

主席顧問 
（エネルギー産業担当）

次長 
（政策企画担当）

次長 
（標準手続担当） 

次長 
（法律担当）

次長 
（情報技術担当） 

中小企業税務ユニット 
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で管轄している。2003 年には移転価格特別対

策チームが設置され、その後事前確認（APA）

専門チームも部内に設置されている(2)。所轄

する法人の納付額は歳入局全体の約 50％を

占める。 

《旅行者 VAT 還付部》；旅行者向けの付加価

値税（VAT）還付業務の専担部署。国際空港

各所で VAT 還付ブース設置・運営する。 

《租税政策企画部》；政策企画課と国際業務課

の 2 つからなる。政策企画課は、既存の法令・

通達等の改正作業を担当する。財政局も税制

の企画・立案を担当するが、その範囲は新法

制定の際の制度設計に限られている。国際業

務課は、国際課税に関する法整備、租税条約

の締結や改定、他国との相互協議や情報交換

などすべての国際業務を担当している。 

《リスクマネジメントセンター》；コンプライ

アンス・リスクマネジメント（後述）の企画・

立案を担当する。約 10 名。2012 年から開始

されたこの取組を制度化し、組織内外に普及

することを目的とする。 

《法令違反事業追跡調査センター》；無申告事

業者に関する業界動向を調査し、税のシステ

ムに登録を促すための政策を企画・立案する。

主に屋台・大衆レストラン等の現金商売、小

物・アクセサリー販売、中古車販売を手掛け

る個人事業者等が対象となる。 

《中小企業税務ユニット》；中小企業の動向調

査を行い、中小企業向けの政策を企画・立案

すると同時に、そのような中小企業に税務に

関する知識を普及させる。産業界では約 270

万社の中小企業が存在するといわれているな

か、実際商業省への登録は 60 万社ほどしか

なく、更にその内の 30 万社しか税金を納付

していないといわれる(3)。 

 

２ 税務行政の特徴 

（1）申告に関する事務運営の特徴 

歳入法典では、調査官に査定権限を与え

納税告知書により通知する旨が定められて

いるため、賦課課税制度と考えられるが、

実際の運営は個人、法人ともに自主申告制

度となっている。申告書が提出されると、

各地域税務署で入力処理の上、歳入局電算

処理業務部プロセッシングセンターにデー

タが集約される。集約されたデータは歳入

局内外へサービスとして還元されていく。 

電子申告の制度は早い時期から導入され

ており、その利用度は非常に高い状況にあ

る。これは、早期還付や申告期限延長など

の積極的な利用促進策によるものと考えら

れる。 

＜主な税目の電子申告導入時期＞ 

税 目 導入年月 

個人所得税（事業所得者） 2002 年 1 月 

個人所得税（給与所得者） 2003 年 1 月 

法人所得税 2003 年 5 月 

源泉所得税 2002 年 1 月 

付加価値税 2001 年 5 月 

＜主要税目の申告件数及び電子申告の状況＞ 

 
申告件数(件) 

《2013年分》 

電子申

告割合 

個人所得税確定申告書

（給与所得のみ） 
8,078,223 82.6％ 

個人所得税確定申告書

（給与所得以外） 
2,390,184 46.4％ 

法人所得税確定申告書 481,490 18.8％ 

付加価値税申告書 

（毎月提出） 
5,957,691 33.2％ 

（注）「2013年分」とは2013年10月1日から2014

年 9 月 30 日までに提出されたもの 

（2）納税者管理 

個人については身分証明証番号、法人に

ついては会社の登記番号が納税者番号とし

て利用されている。以前、納税者は歳入局

へ登録を行い、納税者番号登録証書（TAX 



税大ジャーナル 25 2015.4 

257 

ID カード）を受けることが義務付けられて

いたが、個人納税者番号については 2006

年 2 月、法人納税者番号については、2013

年 1 月に廃止されている。なお、非居住者・

外国法人については従来どおり、歳入局へ

登録し TAX ID カードを取得する必要があ

る。これらの納税者番号をもとに、商業発

展局や社会保障事務所などの政府機関とデ

ータを共有し、納税者サービスの充実を

図っていくことが発表されている。 

（3）納税者サービスに関する特徴 

イ 税務相談 

①RD コールセンター 

歳入局は、2005 年、税務相談の専門組

織である電話相談センター（RD コール

センター）を歳入局本局ビルの近くに設

置した。電話番号は統一番号で「1161」

となっており、フリーコールではないが

相談料金は無料である。納税者は自動音

声に従ってダイヤルを選択し、音声案内

による回答又は相談員にたどり着く。相

談員は通常 100 名体制であり、英語での

質問に対応する相談員も配置されている。 

RD コールセンターは ICT を積極的に

活用している点で、近隣国から注目を浴

びている。具体的には、ナレッジ・ベー

スと呼ばれる回答事例データベース（約

9,000 事例収蔵）を活用し、相談員によ

る迅速な回答を可能としている。 

電話以外にも、メール、ウェブチャッ

トなどのインターネットを活用した相

談サービスを提供している。ウェブ上に

納税者の申告フォームを表示させ、納税

者と相談員とが同じ画面を閲覧しなが

ら、記入方法をサポートすることも可能

となっている(4)。 

なお、納税者は、相談に当たって名前

や身分証明証番号などを明らかにする

必要があり、匿名の相談は受け付けてい

ない。 

②Tax Clinic 

2012 年に財務省改革推進室指揮の下

で開始されたプロジェクトで、「税の全

ての問題がクリアになる」ことをコンセ

プトとした、歳入 3 局（歳入局、物品税

局及び関税局）による合同ワンストップ

サービスである。新規事業者や中小企業

者向けの税務案内を充実させ、税制度へ

の確実な参加を促している(5)。 

全国の歳入 3局地方統括署内の 268箇

所に「Tax Clinic」支所を設置し、各税

目の諸手続きの案内や専門相談員（1 名）

による面接相談を提供している。 

ホームページも開設しており、①所轄

署等の案内、②税目別ガイダンス、③事

業別（製品別）ガイダンス、④各税目の

様式ダウンロードサービス、⑤相談員と

の面接予約、⑥メールによる質問等のサ

ービスを提供している。なかでも、事業

別（製品別）ガイダンスでは、新規事業

者や中小企業者向けに、業種毎に必要と

なる税務手続が詳細に記載されており、

各メディアからも好評を得ている。なお、

ホームページの情報はスマートフォン

向けアプリでも配信されている。 

③LTO Mobile 

LTO は納税者をビジネスパートナー

と位置付け、良好な信頼関係を構築する

取組を実施している。その取組の一つと

して「LTO Mobile」があり、法務専門、

調査官、情報技術官で構成されるチーム

が、調査とは別に企業を訪問し、税務相

談にあたっている。 

この取組において、当局が行う「助言」

の法的性格がしばしば問題となること

から、現在この取組を発展させ、当局と

当事者間の契約書を用いた、事前査定確

認制度「Pre-Assessment Agreement 

scheme」の導入が検討されている。 
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ロ 電子情報サービス 

2001 年「e-Revenue」構想の下に開設

された歳入局のホームページは、アセア

ン 経 済 共 同 体 （ Asean Economic 

Community；AEC）の発足（2015 年末

予定）を念頭に、近年、英語コンテンツ

が拡充されている。税法や手続案内をは

じめ、租税条約締結状況やアセアン諸国

の基本税制情報等が用意されている(6)。 

また、ビジネスマッチング、取引促進、

統計資料といった観点から、民間企業や

他政府機関に対し、歳入局が保有する電

子情報を提供するサービスも行われてい

る。 

登録手続を行えば、「e-Tax info」と呼

ばれるメールニュースの配信や、SMS

により所得税還付時期通知サービスを受

けることも可能となっている。 

＜主な電子情報提供サービス＞ 

サービス名称 内   容 

Check TIN PIN 

Service 

納税者番号が有効か否かを

確認できる 

VAT Service 
取引の相手方が VAT 登録

事業者か否かを確認できる 

CIT Service 
法人納税者の登録情報（業

務内容等）を照会できる 

Joint Service 
外国法人等の情報を照会で

きる 

TCL Service 
歳入局の税目別徴税状況を

確認できる 

ハ 申告指導等のセミナー 

本局及び地方歳入局において、個人、

法人の納税者を対象に、申告指導を目的

としたセミナーが定期的に開催されてい

る。また、LTO による各法人形態別セミ

ナーや特定業界に対するセミナー等も随

時開催されている。2012 年以降、歳入局

本局内の講堂において外国人納税者を対

象とした英語による確定申告説明会が継

続して行われている。 

（4）税務調査に関する事務運営の特徴 

各地方統括税務署及び税務署がその管轄

内の調査を担当するのが原則である。複数

の管轄にまたがる場合には本局の中央調査

業務部が調査を実施し、大規模納税者につ

いては LTO が調査を担当している。 

イ 納税者管理及び調査選定 

個人納税者（自営業の納税者に限る）、

法人納税者ともに①Good taxpayer、②

Monitored taxpayer、③Risky taxpayer

の 3 種に分類される。事業の内容、過去

調査状況、取引状況（クロスボーダー取

引状況）、異常利益率・実効税率等により

担当調査官が判定・区分する。大部分が

①及び②に分類されるが、③の Risky 

taxpayer に分類された場合には、逐次状

況がモニタリングされ、税務調査が検討

されることとなる。 

ロ 調査接触の態様区分 

歳入局では、調査接触の態様を次の 7

つに分類しており、この内③～⑥を特に

「税務調査（Tax Audit）」と呼んでいる。

移転価格調査のような長期間に及ぶ調査

もこの枠組みの中で実施される。 

①税務申告書の分析；提出された税務申

告書を分析した上で、非違事項の明らか

な納税者に対して来署依頼し、修正を行

うもの。 

②事業者訪問調査；事業者への簡易な訪

問調査。申告誤りが認められた場合には

納税者に修正を求め、納税者が応じない

場合には、⑤の税務調査に移行する。 

③所得税・VAT 還付申請の税務調査；納

税者が税金の還付申請を行った場合には、

無条件に税務調査が行われる。 

④着眼調査；VAT のみに着眼した税務調

査 

⑤Summons（召喚状）を用いた税務調
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査；事業者訪問調査において納税者が修

正申告等の勧奨に応じない場合には、召

喚状を発行し、強大な権限で税務調査を

進めることとなる。 

⑥査察調査；歳入局長等が発行する令状

に基づく強制調査。悪質な脱税が想定さ

れるケースについて、押収・差押えを目

的としたもの。 

なお、召喚状を用いた調査の遡及期間

は 2 年であるが、脱税の意図について確

たる証拠のある場合や還付申請に対処す

るために必要と認められる場合には 5 年

まで延長可能となっている。召喚状を用

いない調査は、民法商典の規定により、

国税の徴収権の消滅時効である 10 年ま

で遡及できる。 

ハ 査察調査 

本局の「査察・訴訟部」の指揮の下で、

悪質な脱税及び脱税補助行為に対しての

情報収集が実施されている。法務省の「特

別 捜 査 局 （ Department of Special 

Investigation）」や「不正資金洗浄対策

室（Anti-money Laundering Office）」、

「 麻 薬 統 制 室 （ the Office of the 

Narcotics Control Board）」とも連携し

ており、情報交換を行っている。実際の

査察調査は、歳入局長が発行する令状を

もとに、本局中央調査業務部や地方統括

税務署により実施され、その後刑事訴追

案件は警察に通報、 終的には検察官へ

引き継がれることとなる。 

現在、税金詐欺に関与した者の資産を

凍結する権限を歳入局に与える法律が整

備中である。同法によれば脱税容疑者の

全ての国内での金融取引を禁止させるこ

ともできるとされており、歳入局の査察

調査に係る権限が一層強まることとなる。 

ニ コンプライアンス・リスクマネジメント 

2012 年より、「リスクマネジメントセ

ンター」主導で、欧米に倣った本格的な

コンプライアンス・リスクマネジメン

ト・プロジェクトが推進されている。前

述のとおり、現在調査担当部署は、納税

者をリスクに応じて 3 区分されているが、

終的な区分判定や対処方針決定は、各

担当官の裁量によるところが大きく、透

明性も不十分な状況にある。本プロジェ

クトでは、歳入局や他政府機関が保有す

るデータベースを活用し、これらの作業

をよりシステマチックに行えるようする。

また、制度化し対外公表することで、納

税者へコンプライアンス向上を促す効果

も期待される(7)。納税者の分析・区分手

法の確立、調査選定ソフト開発等は既に

完了しており、現在は歳入局職員や産業

界へ本施策導入の周知、特定事業（ホテ

ル業等）への試行を行っている。なお、

効果を測るため、歳入局では初めてとな

るタックスギャップ（潜在税収と実現税

収の差）を算定することとしており、現

在その手法研究が進められている。 

 

３ 税金の収受・徴収事務に関する特徴 

税金収受に関しては、電子申告を通じて

のオンライン納付（e-payment）や、ATM

やインターネットバンキングによる納税が

主流である。また、クレジットカードによ

る納付も可能であり、特に「Tax Smart 

Card」と呼ばれる納税専用クレジットカー

ドの利用が推奨されている。 

徴収事務に携わる職員は歳入局全体の

5％にも満たないとされるが、次のような

ICTツールの積極的な活用により効率的な

事務運営が図られている。 

①「Debt management システム」 

2011 年に導入された徴税事務に係るメ

インシステム。滞納額のある納税者情報や

銀行から提供を受けた滞納者に係る預金の

入出金情報等を登録しており、随時閲覧可

能となっている。また滞納者への督促状の
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作成や、滞納者から提示された完納計画の

登録が行える。 

②「TCL（Transaction Control Log）シス

テム」 

申告納付及び還付に係る決済の動きをモ

ニタリングするシステム。納税者が決済で

利用した銀行口座などの情報も保存される。 

 

４ 広報と租税教育活動 

記者発表、説明会の開催、パンフレット

作成等を通じての広報活動は以前から活発

に行われている。近年では、これらと合わ

せて ICT を活用した広報活動が目立つ。ホ

ームページコンテンツの充実やスマート

フォン向けアプリケーションの提供、フェ

イスブックやツイッター等の開設を通して、

税務情報が発信されている。なお、2013

年に提供が開始されたアプリケーション

「RD Smart Tax」では電子申告・納付が

可能であり、多くの利用者が見込まれてい

るため、今後の大きな広報手段になるもの

と考えられる(8)。 

租税教育に関しては、歳入局の主催によ

り様々な取組が実施されている。小中高生

に対しては、音楽楽器寄付活動、音楽コン

テスト、フォトセッション等のイベントが

実施されており、これらを通じての税務の

啓蒙活動が行われている。専門学校や大学

生に対しては、租税講義や研修キャンプな

どが提供されている。 

 

５ 国際税務 

2015年末にAECが実現することにより、

タイ国内の多国籍企業の活動がさらに増加

していくものと考えられるが、こうした状

況に対応するために、歳入局は国際税務環

境を世界標準に整備することが求められて

いる。現在は外国税額控除（直接税額控除

のみ）と移転価格税制のみ運用されている

が、どちらも十分な状況とはいえない。タッ

クス・ヘイブン対策税制及び過少資本税制

の検討や移転価格税制の見直し等が進めら

れている(9)。 

（1）租税条約 

2014 年 10 月現在、58 カ国・地域との

租税条約が施行されている(10)。日本とは

1963 年に 初の条約締結がなされ、

1990 年の改正（1991 年施行）を経て現

在に至る。アセアン域内については、カ

ンボジア以外の国と租税条約を既に締

結している。 

日タイ間の租税条約の概要は次表の

とおりである。基本的には OECD モデ

ル条約に沿った内容となっている。租税

条約は所得の形態ごとに、締約国のどち

らに課税権があるかを定めるものであ

るが、日タイ間では源泉地国に課税権を

与えながら一定限度内に税率を抑える

折衷方式となっている。 

なお、退職年金条項が設けられておらず、

例えば、タイに居住する日本人が日本国か

ら受ける公的年金等は第 20 条（その他の

所得条項）が適用されることとなる。 
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＜日タイ租税条約の主な概要＞ 

恒久的施設(PE)の定義 
3 ヶ月超の建設工事、6 ヶ月超の人的役務提供、注文取得者などが

PE に含まれている。 

事業所得 
恒久的施設に帰属する部分（不動産以外の賃貸を除く。）のみ源泉

地国課税 

不動産所得 源泉地国（所在地国）課税 

キャピタルゲイン 源泉地国（所在地国）課税 

利子所得 25％（金融機関は 10％）の上限税率で源泉地国課税 

配当所得 
親子間は 20％（産業投資奨励事業は 15％）の上限税率で源泉地国

課税が可能 

使用料 15％の上限税率で源泉地国課税 

給与所得 
3 つの条件（①180 日以内の滞在、②支払者は非居住者、③滞在地

企業が支払を負担しない。）により短期滞在者は課税免除 

外国税額控除 

日本法人は直接及び間接税額控除、タイ法人は直接税額控除のみ可

能。また、日本法人はタイの投資奨励法に基づく減免税額について、

みなし税額控除も可能。 

 

（2）情報交換ネットワーク 

歳入局は租税条約に基づく情報交換

ネットワークの拡大に意欲的に取り組

んでおり、新条約の締結や改定作業を通

じて、今日ではほぼ全ての租税条約が情

報交換条項を有するに至っている。実際

の情報交換事務や年に数回実施される

情報交換ミーティングは租税政策企画

部の国際業務課が担当している。情報交

換ネットワークの活用促進のためには、

国内関連法令等の整備が急務となって

おり、同課の下で作業が進められている。 

外国口座税務コンプライアンス法

（the Foreign Account Tax Compliance 

Act;米法）については、タイ米間で 2014

年内に政府間協定を締結する予定が発

表されており、現在必要な法規制定手続

や周知活動が行われている(11)。 

（3）移転価格税制 

イ 法令上の措置 

タイでは、日本とは異なり、移転価格

税制固有の制度を法令上手当てしては

おらず、歳入法典に従来から規定されて

いる低廉譲渡否認規定や高価買入否認

規定といった内外無差別な一般規定の

みを「移転価格税制」の法的根拠として

いる。したがって、国内取引にも適用可

能であり、更に、特殊関連取引が要件と

されていないという特徴がある。 

また、一般的な還付申請手続（法定申

告期限から 3 年以内）については規定さ

れているものの、移転価格課税に係る対

応的調整の明文規定は存在しない。 

ロ 移転価格税制ガイドライン 

歳入局は、2002 年 5 月に移転価格税

制に係るガイドラインを公表した(12)。ま
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た、これに合わせ、LTO 内に移転価格特

別対策チームを設置し、本格的な移転価

格調査を開始している。当ガイドライン

では、「市場価格」や「独立企業」の定

義、独立企業間価格の算定手法、及び移

転価格調査に備えて準備・保管すべき書

類等が記載されている。 

算定手法に関しては、OECD ガイドラ

インに沿った独立企業間価格算定手法

を容認しており、具体的には、基本三法

（独立価格比準法、再販売価格基準法及

び原価基準法）、利益分割法並びに取引

単位営業利益法が採用されている。 

ハ 事前確認ガイドライン 

歳入局は、2010 年 4 月「事前確認ガ

イドライン」をホームページ上で公表し、

事前確認の対象取引や具体的な手続の

内容を明確化した(13)。当ガイドラインで

は、二国間による事前確認のみが認めら

れている。 

（4）相互協議体制 

移転価格税制（特に事前確認）の整備が

進むのに合わせ、相互協議の体制が整備さ

れた。日タイ間相互協議は年に数回実施さ

れており、事前確認が合意に達する事案も

見受けられる。一般的に OECD 加盟国と

比べ、合意に至るまでの期間は長い傾向に

ある。 

 

６ 職員の採用・人事評価 

（1）職員採用 

歳入局の職員は、一般的に国家公務員委

員会が実施する共通試験と、歳入局が実施

する職種別専門試験の 2 段階の試験を経て

採用されることとなる。その他、歳入局が

独自に採用する方法としては①外国大学の

学士号取得や優等な成績などの特定条件で

大学を卒業者した者の採用、②歳入局が実

施する海外留学奨学金制度利用者の採用が

ある。さらに首相府が実施する幹部養成プ

ログラムを通じて採用される場合もある。 

（2）人事評価 

人事評価は、業績評価と能力・適性評価

を組み合わせて相対評価で行われる。評価

の比重は、業績評価が 70％、能力・適性評

価が 30％となっている。業績評価では、業

務の質、量、時間、費用効率及び結果など

が考慮される。能力・適性評価では、企画

力、創造力、リーダーシップ、チームワー

ク、責任感、判断力、自己鍛錬、行動など

が考慮される。業績評価の項目については、

各職員が前もって目標設定を行い、上司は

その設定項目に基づき評価を行う。 

 

７ 職員研修制度 

（1）一般的な研修制度 

歳入局本局の人材管理部研修課が歳入局

全体の研修の企画・立案を担当している。

日本の税務大学校のような研修を実施する

機関は無い。研修内容に応じ関係部署のベ

テラン職員や外部業者が講師を担当してい

る。歳入局の研修プログラムは①基礎能力

プログラム、②リーダーシッププログラム、

③戦略的強化プログラム、④言語能力開発

プログラム、⑤スキル統合プログラム、⑥

有能職員向けプログラムの 6 つ類型に応じ

て策定されているが、短期の座学研修や

e-Learning を利用した自主学習がほとん

どであり、能力開発の大部分が OJT に委

ねられている。なお、幹部昇進向けの研修

は、国家公務委員会や防衛大学といった他

機関が実施している。 

（2）High Potential Performance System 

(HiPPS) 

2008 年に若手職員育成プログラム、

HiPPS が導入された。このプログラムは高

い素質を持った若手職員を、質の高い、経

験豊富な上級職員へ養成することを目的と

しており、歳入局内で 1 年以上 3 年以内の

経験を有する職員が受験できる。国家公務
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員委員会との取り決めにより、プログラム

受講者は総職員数の 1％以下（約 190 名以

下）とされているが、実際の受講者は 30

～40 名程度である。 

HiPPS には、特別昇給、コーチング制度、

施設訪問研修の充実といった様々な特徴が

あるが、 大の特徴は、概ね半年に１度行

われる人事異動である。プログラム受講者

は、約 8 年の間、将来の幹部候補生として

幅広い業務に携わり、OJT を受けることに

なる。 

 

８ 歳入局の業績評価 

公共セクター開発委員会（ the Public 

Sector Development Commission；PSDC）

により政府機関の評価制度が運営されている。

評価対象単位は財務省であるため、本評価制

度の下では、歳入局の主要な業務と一部の施

策のみが評価対象とされている。 

評価は、実績評価方式（成果を重視する方

法）が採用されており、財務省や PSDC の査

定を経て、事務年度ごとに収納税額目標、汚

職防止達成率などの測定指標が設定される。

測定は全て 5 段階評価あり、 終的にはこれ

らの加重平均値をもって歳入局の活動評価が

行われ、公表されている(14)。 

また、これとは別に、歳入局は独自で業務

全般に渡る行動計画を策定の上、部内で業績

評価を実施し、業務改善に役立てている。 

 

Ⅳ 税制の概要 

歳入局が所轄担当する国税に関する法律は

「歳入法典」に規定されている（石油所得税

を除く）。同様に、物品税局は各個別物品税法、

関税局は関税法に規定されている。歳入法典

自体は条文数が少なく、大枠のみ規定してい

るため、勅令（内閣により発せられ、課税減

免措置等を定める）、財務省令・告示（法令の

細則や、緊急の免税措置を定める）、歳入局通

達・歳入局告示（法令解釈等、個別の事例に

対応するために発行）等により補完されてい

る。以下では各税目（関税を除く）の制度に

ついて概要を述べる。 

 

１ 個人所得税 

（1）個人所得税の概要 

個人課税は暦年課税で行われ、翌年の 3 

月末日（電子申告の場合は定められた延長

期日）までに申告書を提出し、納付する。

源泉徴収制度はあるが、年末調整はないた

め、全員申告する必要がある。なお、事業

により所得を得ている者は 6 月 30 日に終

了する半年間の中間申告が必要となる。 

（2）居住形態及び課税範囲 

180 日の滞在基準で居住者の判定が行わ

れ、居住者については国内源泉所得及び国

外源泉所得のうちタイに送金された所得が

課税範囲となる。非居住者は国内源泉所得

のみが課税範囲である。 

（3）課税所得 

課税所得の種類は「給与所得（ストック

オプション等を含む）」、「人的役務提供報

酬」、「使用料」、「投資所得（利息・配当）」、

「賃貸所得」、「専門家報酬」、「工事請負報

酬」、「その他事業所得」の 8 つに分類され

る。 

（4）非課税所得 

雇用に伴う出張旅費や日当手当、医療補

助給付や生活保護、相続した財産、損害補

償金や保険金などの特定の所得は非課税と

されている。 

（5）所得計算 

各所得金額について経費控除額を控除し、

それらを合計した「総所得金額」を算出す

る。その後さらに「総所得金額」から所得

控除額を控除し、「課税所得」を算出する。 

《経費控除額》 

給与所得控除（40％、60,000 バーツ上限）、

著作権料所得控除（40％、60,000 バーツ上

限）、賃貸所得控除（資産の種類に応じ 15％
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～30％）、それ以外の所得に係る経費控除

（所得や事業の種類に応じ 30％～85％）が

ある。なお、事業性所得については、証拠

提示を条件として経費の実額控除すること

もできる。 

《所得控除額》 

定額控除（30,000 バーツ）、配偶者控除

（30,000 バーツ）、子女控除（１子 15,000

バーツ、３人まで）、教育控除（１子 2,000

バーツ）、両親扶養控除（親１人あたり

30,000 バーツ）、障害者控除（１人あたり

60,000 バーツ）、生命保険料控除（上限

100,000 バーツ）、退職積立基金控除（上限

500,000 バーツ）、社会保険料控除（上限

9,000 バーツ）、住宅取得控除（借入金利息

100,000 バーツまで）、寄付金控除（所得の

10％限度）等がある 

（6）税率 

「課税所得」に次表の累進税率を乗じた

後、配当控除や源泉徴収税額を差し引いて、

「納付税額」を算出する。なお、現在の所

得税率については勅令に基づく軽減税率で

あり、2015 年度までとされている(15)。 

＜所得税率表＞ 

年間課税所得（バーツ） 軽減税率 原則税率 

0～150,000 非課税 非課税 

150,001～300,000  5％ 
10％ 

300,001～500,000 10％ 

500,001～750,000 15％ 
20％ 

750,001～1,000,000 20％ 

1,000,001～2,000,000 25％ 
30％ 

2,000,001～4,000,000 30％ 

4,000,001～ 35％ 37％ 
 
（7）源泉分離課税制度 

利子所得、配当所得、不動産譲渡所得及

び退職所得については、上記の総合課税に

代えて源泉分離課税を選択することが可能

である。 

（8）源泉徴収制度 

給与所得、人的役務提供報酬、退職所得、

使用料、投資所得（利子・配当）、賃貸料、

資産譲渡、広告宣伝料などが対象となる。

源泉徴収義務者は翌月 7 日までに月次申告

のうえ、納付する。 

 

２ 法人所得税 

（1）法人所得税の概要 

法人所得税は申告納税方式が採用されて

おり、納税者は決算日から 150 日以内に申

告書を提出し、納付する。中間申告制度も

あり、年間の予想利益の 2 分の 1 に基づい

て中間納税額を計算し、上半期末から 2 カ

月以内に中間申告書を提出する必要がある。

上場企業や金融機関等の場合は実際の上半

期利益に基づいて中間納税額を計算する。 

（2）居住形態及び課税範囲 

本店所在地基準で居住性が判定され、居

住法人については全世界所得課税、非居住

法人については、タイ国内源泉所得のみが

課税範囲となる。 

（3）所得計算 

日本と同様の仕組みであり、「益金の額」

から「損金の額」を差し引き、「課税所得」

を算出する。主な調整項目は次のとおりで

ある。 

《経費に係る調整事項》 

・減価償却費（法定の償却限度額以内は損金

算入） 

・貸倒損失（会計上回収不能なものは損金算

入） 

・準備金及び引当金繰入（原則不可） 

・棚卸資産評価損（低価法に基づくものに損

金算入） 

・パートナー・株主等に対して支払う給与（公

正妥当な範囲で損金算入） 

・寄附金（課税所得の 2%を上限として、全

額損金算入） 
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・交際費（売上又は資本金基準の限度額計算

以内で損金算入） 

《その他の主な調整項目》 

・受取配当の益金不算入 

・繰越欠損金（5 事業年度繰越可） 

・資産評価益の益金不算入 

（4）税率 

「課税所得」に法人税率 20％を乗じて税

額を算出し、外国税額や源泉所得税額を差

し引き、納付税額を算出する。現在の税率

については勅令に基づく軽減税率であり、

2015 年度までとされている(16)。また、中

小企業及び一部上場企業に対しても別途

軽減税率の適用がある。 

（5）源泉徴収制度 

使用料、利子、配当、賃貸料、不動産譲

渡、請負工事、広告料などに適用される。 

（6）支店利益送金税 

タイ国支店利益を国外に送金する場合

には 10％の源泉課税となる。送金の日より

7 日以内に申告し、納付する。 

（7）優遇税制 

①地域統括本部（ROH）への優遇税制 

周辺諸国の支店や関連企業に対してマネ

ジメント及び技術的サービスを行う統括会

社に対する租税減免等の優遇措置であり、

現在は、2002 年に制定された旧法と 2010

年に制定された新法が併存している。 

＜ROH の税務恩典＞ 

 2002 年版 ROH 2010 年版 ROH 

法人所得税率 10％（無期限） 

・海外から ROH に係る収入： 
免税（10 年又は 15 年※） 

・国内から ROH に係る収入： 
10％（10 年又は 15 年※） 

個人源泉所得 4 年間 一律 15％ 8 年間 一律 15％ 

海外源泉所得 免税 免税 

配当金 法人税及び源泉徴収税とも
に免税（無期限） 

法人税及び源泉徴収税ともに免税
（10 年又は 15 年※） 

関係会社からの利子収入 10％（無期限） 10％（10 年又は 15 年※） 

関係会社からのロイヤルティ収入 10％（無期限） 10％（10 年又は 15 年※） 

※ 設立から10年間に計上した費用総額が1億5,000万バーツを超える場合5年延長が認められる。 

②投資優遇税制 

タイ投資委員会（BOI）がプロジェク

ト単位に認可を与える方式で、 高 8 年

の法人所得税免除などの恩典がある。概

要は次表のとおりであり、事業地域ごと

に各種恩典が設定されている（ゾーン制）。

近年、この設定が投資誘致計画の障害と

なるケースが散見されているとされ、本

制度の抜本的見直しが進められている。

新投資奨励策では、ゾーン制の廃止、業

種別恩典設定、対象業種の削減などの方

針が掲げられている(17)。 
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＜BOI 投資奨励ゾーン別税務恩典＞ 

事業地域 法人所得税免除期間 その他の主な恩恵 

第 1 
ゾーン バンコク首都圏 6 県 3 年間 

（工業団地以外は免除なし） ・機械輸入関税の 50％減免 
（第 3 ゾーンは全額免除） 
 
・輸出用製品の原材料に係る

輸入関税免除 

第 2 
ゾーン 首都圏周辺等 12 県 7 年間 

（工業団地以外は 3 年間）

第 3 
ゾーン その他 58 県 8 年間 

 

３ 石油所得税（石油所得税法で規定） 

認可石油会社が石油事業から得た所得につ

いて課税される。石油所得税を課される所得

については法人所得税等が免除される。石油

事業による年間純利益に対し、50％の税率を

乗じて納付税額を算出する。決算日から 5 か

月以内に申告し、納付する。 

 

４ 付加価値税（VAT） 

（1）付加価値税の概要 

VAT 登録事業者が行う物品の販売、サー

ビスの提供及び輸入に課される税である。

タックスインボイス方式に基づき、売上

VAT 額から仕入 VAT 額を控除することに

より税額を算出する。 

事業者は税抜表示で取引を行っているが、

小売店やレストラン等の消費者向けは総額

表示が主流となっている。 

現在の税率は 7.0％（国税 6.3％、地方税

0.7％）であるが、これは勅令に基づく軽減

税率である。期間は一応 2016 年 9 月 30 日

までとなっているが、経済状況に応じて段

階的に原則の 10.0％（国税 9.0％、地方税

1.0％）へ戻すことが検討されている。 

（2）非課税事業者・非課税取引 

年間課税売上高180万バーツ以下の事業

者は非課税事業者となる。また、農作物等

の販売、新聞・雑誌の販売、教育・芸術・

文化サービス、医療サービス、専門的自由

職業、雇用契約に基づく役務提供、不動産

賃貸などの取引は非課税取引となる。 

（3）免税（0％税率）取引 

輸出や国外で使用される役務、国際運輸

サービス、保税及び免税地域内取引などは

免税取引となる。 

（4）課税期間・申告 

VAT 登録事業者は、毎月、税額の生じた

翌月 15 日までに申告し、納税する。 

（5）輸入 VAT 免除（優遇措置） 

財貨の輸入する際には輸入 VAT の納付

が必要となり、それらを再輸出する企業に

とっては輸入 VAT が還付されるまで立替

が生じることになる。前述の BOI 投資奨励

法の認可を受けると、BOI から関税局に対

し保証書が発行され、実質的にこの輸入

VAT 納付が免除となる。 

 

５ 特定事業税 

金融業を中心とした特定の事業に対しては

VAT の代替として特定事業税が課される。総

収入に固定税率を乗じて算出する。税率は銀

行業及び不動産販売業については 3.3％（国

税 3.0％、地方税 0.3％）、生命保険業及び質

屋業については 2.75％（国税 2.5％、地方税

0.25％）となっている。VAT と同様、毎月の

税額を翌月 15 日までに申告し、納付しなけ

ればならない。 

 

６ 印紙税 

歳入法典に規定されている 28 項目の特定
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の事業取引を含む文書や証書（領収書、契約

書、株券・証券、手形・小切手等）の作成に

際しては印紙税が課される。印紙が適切に貼

付されていない文書や証書は民事訴訟の際に

証拠として認められない。納付、貼付漏れの

場合には 200～600％の加算税が課される。 

 

７ 物品税（物品税局管轄） 

各物品税法に基づき、特定の物品等に対し

て課される税であり、その税率は、従価又は

従量税率のいずれか高い方とされる。納税義

務者は製造業者又は輸入業者等であり、納税

義務は物品が蔵出しされる時又は通関時に発

生する。煙草、酒類、清涼飲料等は工場から

の移出前又は通関前に申告し、その他は工場

からの移出やサービス提供月の翌月 15 日ま

でに申告し、納税しなければならない。 

《物品税課税対象品目》 

①燃料油及び石油製品 ②清涼飲料 ③電

化製品 ④ガラス製品 ⑤自動車 ⑥船 ⑦

香水及び化粧品 ⑧娯楽サービス ⑨酒類 

⑩煙草や巻煙草 ⑪オートバイ ⑫オートバ

イ ⑬バッテリー⑭トランプ ⑮オゾン層に

影響を与える物質 など 

 

８ 土地家屋税（地方税） 

自己居住以外の用に供されている土地及び

建物の所有者は、年間賃貸評価額（見積額）

又は実際年間賃貸料のいずれか高い方を課税

標準として、12.5％の税率で土地家屋税が課

される。市役所又は地区事務所へ毎年２月に

申告書を提出する。賦課決定通知の受領後 30

日以内に納税する。なお、王族所有財産、公

共目的建物及び宗教上建物は免除されている。 

 

９ 地方開発税（地方税） 

事業の用に供されていない土地（土地家屋

税の対象となる土地は除く）の所有者は、土

地評価額を課税標準として、0.25％から

0.95％の税率（地方自治体により異なる）で

地方開発税が課される。市役所又は地区事務

所へ毎年1月に申告し、4月までに納付する。

王族や政府所有の土地、公共・宗教用途に使

用されている土地は免除されている。 

 

10 看板税（地方税） 

広告等を目的とした、企業の社名、商品名、

商標等を載せた看板について、500 ㎠につき

3 バーツ（タイ語表記）、20 バーツ（タイ語

と外国語併用），40 バーツ（外国語表記）の

税率で課される。 

 

11 加算税・延滞税 

個人・法人所得税に係る加算税率は次表の

とおりである。減免率とは、脱税の意図がな

く調査への協力が良好な場合に限り認められ

る減免後の加算税率である。納税期限までに

納税しなかった場合には、一カ月につき 1.5%

の延滞税が課される。 

＜調査追徴税額に対する加算税＞ 

 原則税率 減免率 

個人所得税

法人所得税

過少申告 100％ 50％ 

無申告 200％ 100％ 

VAT 
過少申告 100-200% 

50-100%

以下 

無申告 200% 100%以下 

 

12 その他（資産税制の改正動向） 

従来、国内で議論がされてきた資産税（相

続税及び贈与税、固定資産税）が導入される

見込みである。政治不安を背景に国内で「所

得格差是正」の機運が高まっており、その重

要政策の一つとして位置付けられている。相

続税及び贈与税については、既に閣議決定さ

れており、今後国家立法議会の審議を経て、

2015 年 6 月頃施行となる見込みである(18)。

現在判明している情報は次のとおりである。 
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（1）相続税（国税） 

納税者は被相続人と血縁関係のある相続

人であり、預金、車、証券、土地、建物等

登録や補足が確実に行えるものが課税対象

資産となる。国外資産は課税対象外である。

5,000 万バーツ以上の相続財産に対し、

10％の税率が課される。配偶者は相続税が

免除される。 

なお、非血縁関係の相続人は、相続財産

価額が個人所得税の課税所得に合算され、

累進税率（5～35％）の課税となる。 

（2）贈与税（国税） 

生前贈与等で相続税を免れる行為を防止

する目的で創設される。納税者は、贈与者

と血縁関係にある「受贈者」である。死亡

前 2 年内に贈与された相続税対象資産で、

1,000 万バーツ以上が課税対象資産となり、

5％の税率が課される。なお、非血縁関係

の者への贈与は個人所得税が課される。 

（3）固定資産税（地方税） 

土地家屋税と土地開発税を廃止し、創設

される。土地の分配・利用を改善すること

を目的とし、全ての不動産が課税対象とな

る。政府により不動産公示価格が算出され

る予定であり、これが課税基準となる。税

率は、土地及び建物等の利用区分に応じて

0.4～4％の間で設定される。 

 

Ⅴ おわりに 

近年、タイでは社会的弱者の救済、外国か

らの投資促進、国際的競争力の向上等を目的

として、減税施策ばかり目立つが、歳入局は

税収拡大を維持している状況であり、ICT を

積極的に活用した効率的な税務行政執行が実

現していることがうかがえる。また、「コンプ

ライアンス・リスクマネジメント」といった

新しい取組も実施されており、組織運営のさ

らなる合理化が進められていくものと思われ

る。 

国内では国家改革の一環として、「所得格差

是正」目的の大規模な税制改革が進められて

いる 中であり、一方で国際的には AEC の

発足を 2015 年末に控え、諸制度の整備が急

がれている。国家が大きな変革期にあるなか、

歳入局が担う責務は重く、また国民からの期

待も大きい。私が長期出張として接した歳入

局の職員はそのような期待に応えるべく、

日々意欲的に業務に取り組んでいた。近い将

来に彼らの努力が報われ、大きな実を結ぶこ

とを切に願う。 

日本とタイの税務当局との間では、租税条

約に基づく情報交換、相互協議の開催、ワー

クショップや意見交換会の実施等が行われて

おり、既に良好な関係が構築されているとい

える。今後、両税務当局間の友好関係が益々

促進することを期待する。 
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